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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＶＤ法により合成されたＺｎＳｅ多結晶体からなる光学部品であって、
　前記ＺｎＳｅ多結晶体は、平均粒径が５０μｍ以上１ｍｍ以下の結晶粒で構成され、か
つ相対密度が９９％以上である、光学部品の製造方法であって、
　ＣＶＤ法によりＺｎＳｅ多結晶体を合成する第１工程と、
　前記第１工程で合成されたＺｎＳｅ多結晶体をプレス成形する第２工程とを含み、
　前記第２工程は、不活性ガス雰囲気下、９２０℃以上１０３０℃以下の温度および２０
ＭＰａ以上６０ＭＰａ以下の圧力で、５分間以上荷重を負荷するという条件下で実行され
る、光学部品の製造方法。
【請求項２】
　前記第２工程は、プレス成形用の型に前記ＺｎＳｅ多結晶体をセットして実行され、
　前記プレス成形用の型は、グラッシーカーボンまたは炭化ケイ素焼結体で構成される、
請求項１に記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学部品およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ＺｎＳｅ（セレン化亜鉛）は赤外光の透過特性に優れていることから、たとえば切断加
工や板金に用いられている炭酸ガスレーザ用の窓材やレンズ材などのような光学部品とし
て使用されている。このような光学部品として用いられるＺｎＳｅはＣＶＤ法（化学的蒸
着法、化学気相成長法とも呼ばれる）により素材を合成した後、その素材に対して研削や
研磨といった機械加工を施すことによって各種の部品形状に仕上げられている。
【０００３】
　ところで、このような光学部品の製造コストにおいて、素材コストと加工コストの占め
る割合が高く、これらのコストを低減することがＺｎＳｅからなる光学部品を普及させる
上で重要である。研削や研磨といった機械加工では、加工時間が長いことのみならず、大
きな素材から部品形状を削り出す必要があることから、少なからず加工屑として素材を無
駄にしており、製造コストを高くする原因となっている。
【０００４】
　そこで、より安価にＺｎＳｅからなる光学部品を製造する方法として、機械加工を可能
な限り行なわない方法が提案されている。たとえば、国際公開第２００３／０５５８２６
号パンフレット（特許文献１）は、原料粉末から加圧・加熱プレスを用いて最終形状にネ
ットシェイプ変形する方法を提案しており、また特開平０５－０４３３５９号公報（特許
文献２）は、微結晶からなる多結晶体をプレス成形加工する方法を提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第０３／０５５８２６号パンフレット
【特許文献２】特開平０５－０４３３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の方法は、原料粉末を成形した後、焼結を行ない相対密度５５％以上８０％
以下の焼結体を作製し、その焼結体を高温下でプレスして最終形状に変形させるものであ
る。この方法は、機械加工を用いていないものの、粉末状の原料を使用しており、原料粉
末を焼結させながら部品形状に変形させるものであり、不純物の混入が避けられず、透光
性への悪影響が危惧される。
【０００７】
　特許文献２の方法は、平均粒径が３μｍ以下の焼結体（多結晶体）を１３００～１５０
０℃の温度下で加圧成形し、成形品を作製する方法である。この方法は、多結晶体のクリ
ープ変形を利用したものであることから、結晶粒径の小さい焼結体を用いる必要があり、
これにより粒界すべりをおこしクリープ変形を容易にするものである。したがって、この
方法は、機械加工を用いていないものの、結晶粒径の大きな多結晶体では、クリープ変形
速度が低下し、焼結体強度が低下してクラックや破壊が発生する可能性がある。ＣＶＤ法
で合成したＺｎＳｅ多結晶体は、通常１０μｍ以上の結晶粒径となるため、特許文献２の
方法は適用できない。
【０００８】
　したがって、ＣＶＤ法で合成したＺｎＳｅ多結晶体は、可視域から赤外域までの光の広
い波長領域で高い透過率をもっているというメリットがあるものの、機械加工を採用しな
い上記のような従来の方法を用いることはできず、製造コストを低減させることは困難で
あった。このため、ＣＶＤ法で合成したＺｎＳｅ多結晶体を用いて、機械加工を採用せず
、安価に光学部品を製造する方法を開発することが求められていた。
【０００９】
　本発明は、上記のような現状に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、
ＣＶＤ法で合成したＺｎＳｅ多結晶体を用いて、機械加工を採用せず、安価に製造できる
光学部品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねたところ、従来、機械加工で
しか部品の形状へと成形加工できないと考えられていたＣＶＤ法で合成された比較的大き
な結晶粒径からなるＺｎＳｅ多結晶体を用いても、特定の条件を採用すればプレス成形法
により部品形状に成形できるとの知見が得られ、またそのような条件で加工されたＺｎＳ
ｅ多結晶体は特有の特性を有するとの知見を得、これらの知見に基づきさらに検討を重ね
ることにより本発明を完成させたものである。
【００１１】
　すなわち、本発明の光学部品は、ＺｎＳｅ多結晶体からなるものであって、該ＺｎＳｅ
多結晶体は、平均粒径が５０μｍ以上１ｍｍ以下の結晶粒で構成され、かつ相対密度が９
９％以上であることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、上記の光学部品の製造方法にも係わり、該製造方法は、ＣＶＤ法によ
りＺｎＳｅ多結晶体を合成する第１工程と、該第１工程で合成されたＺｎＳｅ多結晶体を
プレス成形する第２工程とを含み、該第２工程は、不活性ガス雰囲気下、９２０℃以上１
０３０℃以下の温度および２０ＭＰａ以上６０ＭＰａ以下の圧力で、５分間以上荷重を負
荷するという条件下で実行されることを特徴とする。
【００１３】
　ここで、該第２工程は、プレス成形用の型に該ＺｎＳｅ多結晶体をセットして実行され
、該プレス成形用の型は、グラッシーカーボンまたは炭化ケイ素焼結体で構成されること
が好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の光学部品は、安価に製造できるという優れた効果を有する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明についてさらに詳細に説明する。
　＜光学部品＞
　本発明の光学部品は、ＺｎＳｅ多結晶体からなるものであって、該ＺｎＳｅ多結晶体は
、平均粒径が５０μｍ以上１ｍｍ以下の結晶粒で構成され、かつ相対密度が９９％以上で
あることを特徴とする。
【００１６】
　ここで、上記平均粒径は、当該光学部品（ＺｎＳｅ多結晶体）を塩酸でエッチングした
後、光学顕微鏡を用いて２０倍で写真撮影し、その写真上に６０ｍｍの直線を任意に５本
引き、その各直線上に存在する結晶粒の粒界間距離を測定し、それらの平均値を平均粒径
とする。
【００１７】
　この平均粒径が５０μｍ未満では粒界散乱による可視域での吸収率の低下という不都合
があり、１ｍｍを超えると成形時に破損する危険性が高くなるという問題がある。この平
均粒径は、より好ましくは５０μｍ以上３００μｍ以下である。
【００１８】
　また、上記相対密度は、ＺｎＳｅの理論密度（５．２７ｇ／ｃｍ3）との相対的な割合
をいい、アルキメデス法により比重を測定したものを理論密度で除することで求めること
ができる。相対密度が９９％未満では、空孔が無視できない程度存在することを意味し、
空孔による光の散乱が大きくなり、光学部品としては使用できないという問題がある。相
対密度の上限は、高くなればなるほど好ましく１００％が理想であるため特に限定する必
要はない。この相対密度は、より好ましくは９９．８％以上である。
【００１９】
　このような本発明の光学部品は、赤外光等を利用した各種の装置に組み込まれる光学的
な機能を果たす部品であって、たとえば切断加工や板金に用いられている炭酸ガスレーザ
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用の窓材やレンズ材が含まれる。
【００２０】
　このような本発明の光学部品は、以下のような製造方法によって製造される。換言すれ
ば、以下のような製造方法によって製造される光学部品は、上記のような特性を示す。し
たがって、本発明の光学部品は、研削や研磨などの機械加工を採用せず、安価に製造でき
るという優れた効果を有する。
【００２１】
　＜製造方法＞
　本発明の光学部品は、以下のような製造方法により製造される。すなわち、当該製造方
法は、ＣＶＤ法によりＺｎＳｅ多結晶体を合成する第１工程と、該第１工程で合成された
ＺｎＳｅ多結晶体をプレス成形する第２工程とを含み、該第２工程は、不活性ガス雰囲気
下、９２０℃以上１０３０℃以下の温度および２０ＭＰａ以上６０ＭＰａ以下の圧力で、
５分間以上荷重を負荷するという条件下で実行されることを特徴とする。すなわち、本発
明の製造方法は、研削や研磨などの機械加工を採用せずに、ＣＶＤ法で合成された比較的
大きな結晶粒径を有するＺｎＳｅ多結晶体を用いて安価に光学部品を製造できるという効
果を有している。
【００２２】
　ここで、該第２工程は、プレス成形用の型に該ＺｎＳｅ多結晶体をセットして実行され
、該プレス成形用の型は、グラッシーカーボンまたは炭化ケイ素焼結体で構成されること
が好ましい。
【００２３】
　本発明者らは、ＣＶＤ法で合成したＺｎＳｅ多結晶体の高温での特性を調べた結果、９
２０℃以上で多結晶体が軟化し、荷重を加えると塑性変形することを見出した。塑性変形
を生じさせる温度は高ければ高い方がより変形しやすくなるが、不活性ガス雰囲気下で１
０３０℃を超えるとＺｎＳｅの分解が始まる。このため、９２０℃以上１０３０℃以下の
温度で成形する必要があることが判明した。より好ましい温度は、９５０℃以上１０２０
℃以下である。
【００２４】
　また、加熱下で塑性成形を生起させる雰囲気は、ＺｎＳｅの酸化を防止する観点からは
、圧力が１×１０-3Ｐａ以下の真空や、Ａｒまたは窒素等の不活性ガス雰囲気下で加熱す
る必要があるが、真空中で加熱する場合は９５０℃を超えるとＺｎＳｅの分解が始まるた
め、不活性ガス雰囲気下で実行することが好ましい。
【００２５】
　一方、光学部品としてレンズを成形する場合、レンズは通常凹形状や凸形状を呈するた
め、成形時に形状の変形を伴うことから成形時の加圧面積がその変形に伴って変化し、一
定とはならない。たとえば、成形用の型と素材（ＺｎＳｅ多結晶体）との接触面積が変形
に伴って増えることから、負荷する圧力を一定に維持することは困難であり、圧力を必ず
しも一定に保持する必要はない。
【００２６】
　このような成形時の圧力は、成形用の型と素材との接触面積が大きくなる変形末期に負
荷される圧力が重要である。したがって、成形圧力は、負荷荷重を変形後の接触面積（す
なわち光学部品の表面積）で除した圧力を基準とし、２０ＭＰａ以上６０ＭＰａ以下の圧
力条件を採用することが好ましい。その圧力が２０ＭＰａ未満の場合、十分に変形しない
場合があり、６０ＭＰａを超えると、多結晶体に亀裂が入る等の破損に至る場合がある。
より好ましい範囲は、２５ＭＰａ以上５０ＭＰａ以下である。
【００２７】
　また、上記加圧の方法としては、時間とともに徐々に荷重を増加する方法で型と素材と
の接触面積が増えていくのを補うことができる。荷重を増加する速度としては、遅い方が
好ましいが、生産性との兼ね合いでその速度は限定される。通常、０．２ＭＰａ／秒以上
０．５ＭＰａ／秒以下とすることが好ましい。このときの変形速度は、概ね３×１０-4～
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１×１０-3／秒程度の値となる。ここで当該変形速度とは、素材の変形量（ΔＬ）を素材
の元の寸法（Ｌ）と変形に要した時間（Ｔ）で割った値（ΔＬ／Ｌ／Ｔ）である。
【００２８】
　このようなプロセスを経ることで、ＣＶＤ法により合成されたＺｎＳｅ多結晶体（すな
わち第１工程で合成されたＺｎＳｅ多結晶体）は、上記の条件を採用したプレス成形（第
２工程）により光学部品へと成形されることになる。プレス成形時の加熱および加圧によ
り、該ＺｎＳｅ多結晶体は変形とともに再結晶化し、結晶粒は成長する。結晶粒の成長は
加熱温度と加熱時間に依存する。光学部品の最終の形状に仕上げるためには、少なくとも
５分間以上の加圧と加熱が必要である。すなわち、第２工程において、５分間以上荷重を
負荷する必要がある。
【００２９】
　なお、プレス成形時、加圧による変形を与えると歪が入るが、歪量は変形速度に依存し
て大きくなる。従って、歪量を小さくするためには、加圧変形は長い時間をかけて徐々に
変形させる方がよい。一方で、時間をかけ過ぎると粒成長により結晶粒が肥大化してしま
い、変形後の形状精度が悪化する。歪が少なく形状精度が高い形状が得られる成形時間は
、温度によって異なるので、一義的に決めることはできない。しかし、上記の通り、５分
間以上とすることは必要であり、より好ましくは５分以上３０分以下とすることが好適で
ある。
【００３０】
　また、３０分を超えると、粒が成長しすぎて形状精度が悪化したり、最悪の場合、破損
するという不都合を生じる可能性がある。
【００３１】
　なお、該第２工程は、上記のように、プレス成形用の型に該ＺｎＳｅ多結晶体をセット
して実行されるが、該プレス成形用の型は、グラッシーカーボンまたは炭化ケイ素焼結体
で構成されることが好ましい。１０００℃近くの高温で強度を保っており、ＺｎＳｅとの
反応性が低く、熱膨張係数が小さいためである。ここで、グラッシーカーボンとは、ガラ
ス状炭素であり、気体透過度が０（ゼロ）のものをいう。
【００３２】
　なお、ＣＶＤ法によりＺｎＳｅ多結晶体を合成する第１工程の条件は、従来公知の条件
を採用することができ、特に限定されない。たとえば、基板温度を５５０～８００℃、圧
力を１００～２０００Ｐａとする条件下で、ＺｎとＨ2Ｓｅとを反応させることにより、
ＺｎＳｅ多結晶体を合成することができる。
【００３３】
　このようにしてＣＶＤ法で合成されたＺｎＳｅ多結晶体は、通常平均粒径が１０μｍ以
上の結晶粒で構成されるが、本発明においては５～２５μｍ程度の平均粒径を有するもの
を用いることが好ましい。粒が大きすぎると成形中に破損する可能性があるためである。
なお、このような平均粒径とするためには、上記の条件において、特に基板温度を５５０
～６５０℃程度とすることが好ましい。
【００３４】
　なお、本発明の製造方法は、上記の通り、研削や研磨などの機械加工を行なわないこと
を特徴とするものであるが、ここでいう機械加工とは、最終の光学部品の形状を成形する
ために行なわれるものであって、製造コストに影響を及ぼすような加工屑を排出する加工
を意味する。したがって、第１工程で合成されたＺｎＳｅ多結晶体を第２工程で用いるプ
レス成形用の型にセットできるような形状に成形する予備加工や、その際に行なわれる鏡
面研磨加工等は、ここでいう機械加工には含まれず、このような予備加工や鏡面研磨加工
の採用を排除するものではない。
【実施例】
【００３５】
　以下、実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
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　＜実施例１～１６および比較例１～４＞
　まず、以下の条件により、ＣＶＤ法でＺｎＳｅ多結晶体を合成した（第１工程）。すな
わち、基板温度を６５０℃、圧力を２０００Ｐａとし、ＺｎとＨ2Ｓｅとを反応させるこ
とにより、ＺｎＳｅ多結晶体を合成した。
【００３７】
　なお、このようにして合成されたＺｎＳｅ多結晶体は、次の第２工程を実行する前に、
直径１０ｍｍ、厚み６ｍｍの円板状に加工した。このときのＺｎＳｅ多結晶体の密度をア
ルキメデス法を用いて測定したところ５．２７ｇ／ｃｍ3であり、平均粒径は光学部品を
測定するのと同様の方法で測定したところおおよそ２０～３０μｍ程度であった。
【００３８】
　次いで、上記で円板状に加工したＺｎＳｅ多結晶体をプレス成形することにより光学部
品を製造した（第２工程）。
【００３９】
　すなわち、上記で円板状に加工したＺｎＳｅ多結晶体の表面を鏡面研磨加工した後、プ
レス成形用のグラッシーカーボン製の型にセットした。この型は、上下一対の型と型の外
周を拘束するリング状の筒からなり、一方の型は鏡面研磨された平型で、他方の型は、面
が１９．８９ｍｍの曲率半径を有した凸型の鏡面研磨面のものを使用した。
【００４０】
　続いて、このＺｎＳｅ多結晶体をセットした型一式をプレス成形機（商品名：「ＧＭＰ
－２０７」、東芝機械社製）にセットした後、試料室を真空状態にして４５０℃まで加熱
した。その後、不活性ガスとして窒素ガスを封入することにより不活性ガス雰囲気とし、
表１記載の成形温度まで加熱した。
【００４１】
　次いで、温度がその成形温度に達した後、０．０２ｋＮ／秒の速度で加圧を行ない、表
１に示す最大荷重まで負荷し、この最大荷重で５分間保持することにより、光学部品（レ
ンズ）を製造した。なお、この最大荷重と上記型（光学部品）の表面積から算出した圧力
（最大面接触時圧力）を成形圧力として表１に示した。
【００４２】
　このようにして得られた光学部品（レンズ）の凸形状の曲率半径（Ｒ値）を３次元形状
測定器（商品名：「ＵＡ３Ｐ」、Panasonic社製）を用いて測定した。各実施例および各
比較例の光学部品（レンズ）の測定結果（Ｒ値）と型の曲率半径（１９．８９ｍｍ）との
差ΔＲ（Ｒ値と型の曲率半径との差を、型の曲率半径に対する割合（％）で表示したもの
）とを表１に示した。評価基準は、このΔＲが±１％以内のものを良品とした。
【００４３】
　なお、上記で得られた光学部品を塩酸でエッチングした後、前述の方法によりＺｎＳｅ
多結晶体の結晶粒の平均粒径および相対密度を求めた。その結果を表１に示す。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　表１中、「Ｒ値」および「ΔＲ」が空欄のものは、第２工程において、光学部品が破損
または一部気化することにより、測定できなかったことを示す。
【００４６】
　表１より明らかなように、各実施例の光学部品は、各比較例の光学部品に比し、良好に
生産でき、以って本発明の光学部品が、研削や研磨などの機械加工を採用せず、安価に製
造できるという優れた効果を有することを確認した。
【００４７】
　以上のように本発明の実施の形態および実施例について説明を行なったが、上述の各実
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施の形態および実施例の構成を適宜組み合わせることも当初から予定している。
【００４８】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
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